
議

案

第

十

号 

 
 

 

港

区

立

障

害

保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

八

年

二

月

十

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

障

害

保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

障

害

保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

条

例

（

平

成

九

年

港

区

条

例

第

五

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

の

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 
 

 

第

三

条

各

号

列

記

以

外

の

部

分

中

「

セ

ン

タ

ー

」

の

下

に

「

（

港

区

立

障

害

保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

分

館

（

以

下

「

分

館

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

」

を

加

え

、

同

条

中

第

七

号

を

削

り

、

第

八

号

を

第

七

号

と

し

、

第

九

号

を

第

八

号

と

し

、

第

十

号

を

第

九

号

と

し

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

２ 

分

館

は

、

第

一

条

に

定

め

る

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

次

の

事

業

を

行

う

。 

一 

前

項

第

一

号

及

び

第

五

号

に

掲

げ

る

事

業 

港

区

立

障

害

保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

分

館 

東

京

都

港

区

芝

四

丁

目

十

八

番

七

号 

 



二 

発

達

障

害

者

支

援

法

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

六

十

七

号

）

第

十

一

条

に

規

定

す

る

社

会

生

活

へ

の

適

応

の

た

め

に

必

要

な

訓

練

（

以

下

「

発

達

障

害

者

生

活

訓

練

」

と

い

う

。

） 
三 
前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

業 

第

四

条

中

「

に

置

く

施

設

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

」

を

「

（

分

館

を

除

く

。

）

に

、

次

の

施

設

を

置

く

」

に

改

め

る

。 

第

七

条

第

一

項

第

四

号

中

「

該

当

す

る

」

の

下

に

「

十

八

歳

以

上

の

」

を

加

え

、

同

号

イ

中

「

身

体

障

害

者

で

あ

っ

て

、

」

を

削

り

、

「

も

の

」

を

「

者

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

第

十

八

条

第

一

項

」

の

下

に

「

及

び

知

的

障

害

者

福

祉

法

第

十

五

条

の

四

」

を

加

え

、

「

受

け

た

身

体

障

害

者

」

を

「

受

け

た

者

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

七

条

第

一

項

第

四

号

の

改

正

規

定

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

障

害

保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

分

館

を

新

た

に

設

置

す

る

ほ

か

、

自

立

訓

練

の

利

用

対

象

者

の

範

囲

を

拡

大

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


